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贈らない！求めない！受け取らない！

みんなで守ろう3ない運動
1.
2.
3.

政治家は有権者に寄附を贈らない。
有権者は政治家に寄附を求めない。
政治家から有権者への寄附は受け取らない。

～ 寄附禁止のルールを守って　
明るい選挙を実現しましょう ～

４月26 日（日）

加東市議会議員選挙の投票日は

投票時間：午前7時 ～ 午後8時
投票所入場券に記載されている投票所で投票してください。
（記載されている投票所以外では、投票はできません。）

※投票所入場券の裏面が宣誓書として使用できます

投票日の当日に仕事などの予定があり投票に行けない場合は、期日前投票をすることができます。

投票所入場券が届いている場合は、その入場券裏面の宣誓書に
氏名等を記入して持参してください。

日　時：４月20 日（月）～４月25 日（土）　　午前8時30分～午後8時
場　所：加東市役所 1階ロビー〈庁舎正面玄関をご利用ください〉
※期日前投票の際には、宣誓書の提出が必要です。
※入場券が届いていない場合や、入場券を忘れてしまった場合も、備え付けの宣誓書に記入して投票できます。
※入場券は立候補届出日４月19日(日)の翌日から配達します。

選挙は、投票日に投票所において投票することを原則としています。期日前投票制度は、投票日前であっても、投票日と
同じ方法で投票を行うことができる仕組みです。（投票用紙を直接投票箱に入れることができるものです。）

事前に記入することで、期日前
投票がスムーズに行えます

●期日前投票
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令和８年４月26日（日）

～みなさんそろって、投票しましょう～

午前7時 ～ 午後8時
投票所入場券に記載されている投票所で投票してください。
（記載されている投票所以外では、投票はできません。）

市内22箇所の投票所です。
投票区
第　1 旧社小学校体育館 加東市社1550番地

加東市社50番地
加東市山国839番地
加東市西垂水22番地
加東市上中447番地
加東市沢部613番地1
加東市上田541番地
加東市上久米1693番地
加東市上三草118番地
加東市下鴨川260番地3
加東市上滝野1167番地1

加東市役所第　2
第　3
第　4
第　5
第　6
第　7
第　8
第　9
第 10
第 11

投　票　所 所　在　地

山国公民館
窪田公民館
上中公民館
社第一体育館（旧福田小学校隣）
上田公民館
旧米田小学校体育館
旧三草小学校体育館
かもがわ交流セミナーハウス
上滝野公民館

投票区
第 12 下滝野公民館 加東市下滝野三丁目168番地

加東市河高4026番地3
加東市高岡838番地
加東市新町29番地
加東市北野288番地1
加東市天神56番地
加東市秋津940番地4
加東市岡本247番地1
加東市吉井298番地
加東市厚利163番地3

河高交流センター第 13
第 14
第 15
第 16
第 17
第 18
第 19
第 20
第 21

投　票　所 所　在　地

高岡コミュニティセンター
新町研修センター
北野コミュニティセンター
東条学園小中学校（１階　小体育館）
秋津こども園
岡本公民館
東条西ふれあい館（旧東条西小学校体育館）
厚利公民館

加東市南山一丁目4番地2第 22 南山活性化支援施設（Mina-Kuru）

投 票 日

投 票 時 間

投 票 所

忘れずに
投票しましょう！

18歳から
投票が
できます！

※投票所入場券の裏面が宣誓書として使用できます

投票日の当日に仕事などの予定があり投票に行けない場合は、期日前投票をすることができます。

投票所入場券が届いている場合は、その入場券裏面の宣誓書に
氏名等を記入して持参してください。

日　時：４月20 日（月）～４月25 日（土）　　午前8時30分～午後8時
場　所：加東市役所 1階ロビー〈庁舎正面玄関をご利用ください〉
※期日前投票の際には、宣誓書の提出が必要です。
※入場券が届いていない場合や、入場券を忘れてしまった場合も、備え付けの宣誓書に記入して投票できます。
※入場券は立候補届出日４月19日(日)の翌日から配達します。

選挙は、投票日に投票所において投票することを原則としています。期日前投票制度は、投票日前であっても、投票日と
同じ方法で投票を行うことができる仕組みです。（投票用紙を直接投票箱に入れることができるものです。）

事前に記入することで、期日前
投票がスムーズに行えます

●期日前投票

加東市マスコット
加東 伝の助

令和８年４月26日執行

投票可能な方
日本国民で、平成20年4月27日以前生まれの方のうち、次のいずれかに該当する方です。
①令和８年１月18日以前から引き続き加東市内にお住まいの方
②令和８年１月18日以前に、加東市に転入の届出をし、引き続き３ヶ月以上加東市内にお住まいの方
※禁固以上の刑に処せられているなど一部の方は選挙権がない場合があります。

投票の種類
①加東市長選挙 ( 白色の投票用紙 )
　▶候補者１名の氏名を記載して投票します。

②加東市議会議員選挙 ( オレンジ色の投票用紙 )
　▶候補者１名の氏名を記載して投票します。


